
平成20年10月採用

　現在お持ちの保険証の有効期限は「平成20年９月30日」です。
　本年度は新しい保険証を９月下旬までに郵送（配達記録）しますので、その記載事項をご確認ください。
保険証はカードタイプですので、ひとりずつ持っていただくことになります。
　10月以降、病院等にかかるときは、必ず新しい保険証を提示してください。
　なお、保険税に未納がある世帯の方には、郵送ではなく健康増進課及び各振興センターで納税相談後に
直接お渡しする場合があります。
　期限切れの保険証は、健康増進課又は各振興センターで随時回収しております。（郵送可）
　今回送らせていただく新しい保険証の有効期限は「平成21年９月30日」ですが、次のいずれかの条件に
当てはまる方は、有効期限が平成21年９月30日以前の日付になっています。

条　件 有効期限等

平成20年10月2日～平成21年
9月30日の期間に75歳になる方

後期高齢者医療制度に加入となるため、有効期限は75歳の誕生日
の前日となります。

退職者国保であり、平成20年10
月2日～平成21年9月1日の期間
に65歳になる方

一般の国保に切り替えとなるため、有効期限は65歳の誕生日の月
（誕生日が1日の場合は前月）の末日となります。
条件に当てはまる方が退職被保険者本人に場合は、その被扶養者
の有効期限も同様になります。

　有効期限がきれた後、後期高齢者医療制度
に加入される方には後期高齢者医療制度の保
険証を、それ以外の方には一般の国民健康保
険証を交付します。

10月は国民健康保険証の更新月です。

鏡野町役場　健康増進課国保係　☎0868-54-2025
奥津振興センター地域振興課　　☎0868-52-2211
上齋原振興センター地域振興課　☎0868-44-2111
富振興センター地域振興課　　　☎0867-57-2111

お問い合わせ

10月は国民健康保険証の更新月です。

【募集職種】臨時保育士
【受験資格】①保育士資格を有する者

②地方公務員法第16条に規定する欠格条
項に該当しない者
③土曜日に勤務可能な者（当番制で勤務あ
り）

【採用予定人数】若干名
【試験日・内容】随時（決まり次第ご本人に連絡します）　

作文と面接

鏡野町臨時保育士募集

【応募方法】 提出書類　・市販の履歴書に必要事項を記入の上、
 　　　　　　たて５㎝よこ４㎝の写真を貼ったもの
 　　　　　・資格を証する書類の写し
 受付場所　鏡野町教育委員会学校教育課または
 　　　　　鏡野町役場総務課
【個人情報の取扱い】　提出していただいた個人情報は採用試験のためのみ使用します。なお、採用が決

まった方の個人情報については、採用後人事管理のため引き続き利用します。そ
の他の方の個人情報は採用試験終了後、速やかに廃棄いたします。

【お問い合わせ】 鏡野町教育委員会学校教育課　☎(0868)54‒7799

【募集職種】パート保育士
【受験資格】①保育士資格を有する者

②地方公務員法第16条に規定
する欠格条項に該当しない者

【採用予定人数】若干名
【試験日・内容】随時（決まり次第ご本人に連絡

します） 面接
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